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公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 

正規職員採用試験 募集要項 

（令和 8 年度採用予定） 
 

令和 7 年 12 月 1 日 

公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 

 

令和 8 年度採用の公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団正規職員を下記のと

おり募集します。 

※ 公益財団法人の正規職員を募集するもので、市職員（地方公務員）の募集では 

ありません。 

 

１ 試験区分、採用予定業務内容及び人員 

試験区分 業務内容 予定人数 

一般事務Ａ 

【体育施設の管理運営及びスポーツ振興事業にかかわる業務】 

次の施設の管理運営及びスポーツ振興に関する事業に従事す

る。 

(1)松江市総合体育館等 

①施設利用や予約の受付などの対応業務 

②スポーツ教室等による施設利用促進業務 など 

(2)スポーツ振興事業 

①松江市のスポーツ事業の運営業務 など 
 

スポーツ関係の資格を持つ方歓迎 

若干名 

一般事務Ｂ 

【文化施設の管理運営及び文化振興事業にかかわる業務】 

次の施設の管理運営それに伴う文化振興に関する事業に従事す

る。 

(1)松江市立図書館 

①図書の貸出・返却・予約の受付などの対応業務 

②館内の展示や広報などの利用促進業務 

③資料の管理並びにシステム管理 など 

(2)松江市総合文化センター（さんびる文化センタープラバホール） 

①施設利用や予約の受付などの対応業務 

②音楽鑑賞事業の企画・運営業務 

③市民の音楽活動の推進事業 など 
 

図書関係の資格・音楽関係の資格を持つ方歓迎 

若干名 

※配属は財団の組織改編等により決定します。 
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２ 受験資格   

次の⑴～⑷の全てに該当する人とします。 

⑴  平成 3 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日に生まれた人 
［年齢制限該当事由：深夜業があるため 18 歳未満の就業禁止/キャリア形成のため］ 

⑵ 学歴は、問いません。 

⑶ 財団の文化振興事業、スポーツ振興事業、その他、財団全体の業務を意欲的に

取り組める人 

⑷ 普通自動車運転免許（AT 限定可）を取得している人、又は採用までに取得可

能な人 

 

３ 欠格条項 

次の要件に該当する人は、受験できません。 

⑴ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

⑵ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法または、その下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党、その他団体を結成し、または、これに加

入した人 

 

４ 受付期間 

    令和 7 年 12 月 1 日(月)～令和 7 年 12 月 25 日(木)  

    ※受験手続「提出書類」については、郵送のみ受付とし、受付期間最終日必

着です。 

 

５ 受験手続  

提出書類 

⑴  「正規職員採用試験申込書（令和 8 年度採用分）」 

   財団ホームページからダウンロードし記入例をもとに記載してく

ださい。 

   https://www.matsue-sposhin.jp 

 

⑵ 返信用封筒 

   長形３号（120㎜×235㎜）２枚（受験票送付用、試験結果通知用） 

   ※110 円切手をそれぞれ貼って、表には住所、氏名を必ず記入

してください。 

郵 送 先 

〒690-0017 松江市西津田 6 丁目 5 番 44 号 

公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 総務課事務所 

※ 封筒表に「採用試験申込」と朱書きし、簡易書留郵便で郵送して

ください。（郵便の不着に対応ができるため） 

締 切 日  令和 7 年 12 月 25 日(木)必着 

https://www.matsue-sposhin.jp/
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留意事項 

⑴ 受験票は、提出書類を確認後、後日郵送いたします。受験票が

令和 8 年 1 月 19 日(月)までに到着していない場合は、総務課まで

お問合せください。 

⑵ 提出書類に不備があるものは受理いたしません。 

⑶ 「４ 受付期間」及び郵送以外の申し込みは受理することはできま

せんのでご注意ください。 

⑷ 受験に際し、提出いただいた書類等は返却いたしません。当財団

で責任をもって廃棄いたします。提出された個人情報は、採用選考

以外の目的に利用することはありません。ただし、採用者について

は、雇用管理のために使用します。 

 

６ 選考方法 

 ６－１ 1 次試験 

 財団職員として必要な職務基礎力の筆記試験、文章の表現力等についての作文試験

を行います。 

 業務に関連する資格がある場合は、加点の対象となることがあります。 

日  時 

令和 8 年 1 月 24 日（土） 

受付時間：9 時 15 分～9 時 45 分 

開始時間：10 時 00 分 終了時間：12 時 30 分（予定） 

会  場 

松江市市民活動センター（スティックビル）【松江市白潟本町】  

※ 試験当日の会場への直接電話はご遠慮ください。  

  当日の緊急連絡先は受験票に記載しています。        

試験内容 

○職務能力試験 

出題数 解答時間 出題内容 

60 題 1 時間 

論理的に思考する力、文章を正確に理解す

る力、統計等の資料を分析する力、国内外

の社会情勢への理解等を確認するための基

礎的な出題 

※基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。 

○職務適応性検査 150 項目 20 分 

○作文（最近感動したこと 等）試験 30 分 

携 行 品 筆記用具、受験票 

試験結果 受験者全員に合格または不合格の通知をします。 
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 ６－２ 2 次試験 

 1 次試験上位の方を対象に個別面接試験を行います。 

日  時 令和 8 年 2 月 21 日（土） 

会  場 1 次試験合格者に通知します。 

試験内容 面接試験（個別） 

携 行 品 筆記用具、受験票 

試験結果 受験者全員に合格または不合格の通知をします。 

 

７ 採用の時期等 

⑴ 採用期日は、令和 8 年 4 月 1 日です。 

⑵ 受験資格がないことや試験申込書に虚偽の記載が判明した場合は合格を取り消

します。 

また採用後 6 カ月以内を試用期間とし、公益財団法人松江市スポーツ・文化振

興財団の職員としての適格性を欠くと認められた場合は、採用を取り消します。 

⑶ 採用後、財団の組織改革及び人事異動等により、勤務場所、職務の内容が変わ

ることがあります。 

 

８ 勤務形態 

⑴ 勤務場所  当財団が指定する勤務場所 

⑵ 勤務時間等  

ア  勤務時間は、配属先の施設の開館時間等に合わせ、早出、遅出の交代勤務とな 

ります。 

イ １日の勤務時間は、休憩時間を除き 7 時間 45 分、4 週ごとの期間につき 1 週間 

当たり 38 時間 45 分です。 

ウ 週休日は、4 週間ごとの期間につき 8 日を指定します。土曜日・日曜日・祝日 

は交替で勤務があり、休日に勤務した場合は、振替日を指定します。 

 

９ 給与・手当 

  公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団職員の給与に関する規則に基づき支

給します。 

  大学卒 22 歳で月額 207,400 円、短大卒 20 歳で月額 194,500 円、高卒 18 歳で月額

183,500 円、通勤手当（上限 31,600 円）、期末・勤勉手当（4.6 ヶ月分）等の諸手当は

財団給与規則に従って支給いたします。 

（金額は令和 7 年 4 月 1 日時点） 

 

10 お問合せ先 

  公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団 総務課 ☎ 0852-67-7550 

 ＊問合せは、土・日・祝祭日を除く 9 時 00 分～17 時 00 分に限ります。 

  なお試験当日のお問い合わせはご遠慮ください。 

 ＊試験当日の試験会場への直接のお電話はご遠慮ください。また試験の結果につ

いて、電話でのお問い合わせもお断りいたします。 


